
様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-01-11

事業名 児童虐待防止対策事業 事業番号 11 課係名 青少年・児童家庭課 児童育成班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
　一般県民

（２）現状
　児童相談所における児童虐待相談件数が、平成６年度に３７件だったのが、平成１６年度
３５８件、１７年度４５１件と年々増加してきている。

（３）方法
　児童虐待防止について、講演会の開催や県の広報媒体を活用して広報啓発を行うとともに
、市町村における要保護児童対策地域協議会の設置を促進する。

（４）目標
　児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応、保護・支援の取り組みの充実

２．事業の必要性
　児童虐待の相談処理件数が毎年増加してきていることから、児童虐待の予防、早期発見、
早期対応に向けての取り組みを強化する必要がある。

３．実施年度・始期：平成９年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　児童虐待の防止等に関する法律第４条に、国及び地方公共団体の責務が規定されている。

（２）何故、県が行うのか
　子どもの人権に関わる虐待の防止は、全県的な対策が必要である。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 20,035 17,852 36,297 45,822
人工数 0.30 0.30 0.80 0.50
※対応する予算の事業名：児童虐待防止対策事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　要保護児童対策地域協議会の設置
　児童虐待防止に係る広報啓発
　

　・要保護児童対策地域協議会の設置促進
　　　　平成１７年度　６市町村で設置　
　・児童虐待防止推進講演会の開催・・・・・・１回開催
　・市町村児童相談業務担当者研修会の開催・・２回開催
　・市町村の相談業務への指導助言・・・・・・随時

　児童虐待防止支援チームによる市町村における「要保護児童対策地域協議会
」設置促進
　機能するネットワークへの取り組み
　児童相談所の専門性の強化
　被虐待児童のケア及び虐待をしている保護者のケア（育児支援家庭訪問事業
）の実施
　一般県民の児童虐待に対する意識向上

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　児童虐待の相談件数
　関係機関の円滑な連携

・児童虐待の相談受付件数の増加
　　平成１６年度　３５３件
　　平成１７年度　４６０件　　
・早期発見、早期対応ができるようになった。

　被虐待児童の権利擁護
　被虐待児童の減少



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　児童育成班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者児童育成班
課番号 040500 係番号01 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-01-11
事務事業名 児童虐待防止対策事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080206

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 要保護児童等支援

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 要保護児童対策地域協議会の設置
成果指標名又は成果の内容(A')関係機関の連携の推進
活動指標名又は活動の内容(B) 児童虐待防止に係る広報啓発
成果指標名又は成果の内容(B')児童虐待の相談件数
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A カ所 0.00 0.00 6.00 36.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 件数 0.00 353.00 460.00 0.00

予決算額C 20,035 17,852 36,297 45,822
投入資源 人工数D 0.30 0.30 0.80 0.50
(単位:千円) 人件費E 1,989 1,932 5,152 3,210

合計C+E=F 22,024 19,784 41,449 49,032

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｃ
(判定内容):C.不満を持っている人が多い。

判
定
根
拠

　児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応に努めているものの、要保護児童対策地域協議会（児童虐待防止ネッ
トワーク）の設置率がまだ低いことなどから、児童虐待に対する対応がまだ十分でない点がある。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　児童相談所で受け付けた児童虐待の相談件数が増加してきており、児童虐待対策の充実が求められている。

1/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　児童相談所の児童福祉司の数は、児童福祉法施行令では、人口５万人から８万人につき１人となっているが、本
県では、４６，０００人に１人の配置となっている。
　しかしながら、児童虐待の相談受付件数は、人口比では多いため、総合的に判断し、「他県並である」とした。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　児童虐待の防止等に関する法律第４条において、国及び地方公共団体の責務が規定されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　児童虐待の防止等に関する法律第８条２項において、児童相談所の役割が規定されている。
（通告又は送致を受けたときの当該児童の安全確認、一時保護）

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　措置権（或いは一時保護権）を有する児童相談所の事務である。

5.事務事業の選択
判定 Ｃ

(判定内容):C.対象や目標等に類似する事務事業がある。

判
定
根
拠

　児童虐待対策は、児童相談所だけで行うものではなく、児童相談業務を行う市町村や、福祉保健所などとの連携
が必要である。各々の役割分担を踏まえた効果的な連携により、児童虐待に対して、適切に対応する必要がある。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　児童虐待を受けた児童を保護するために、近隣、知人、児童本人等からの情報に基づき、早期かつ適切な対応を
行う必要がある。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　児童相談所の児童福祉司や児童虐待対応協力員（嘱託員）が、被虐待児の安全確保を行うことから、児童の処遇
改善に直接結びつく。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｅ2
(判定内容):E2.費用は上昇で成果は横ばい。

判
定
根
拠

　児童福祉司の増や、児童虐待ホットラインの開設などを行い、増加する児童虐待に対応している。
　現状では、増加する児童虐待に対応するのに精一杯であり、今後、被虐待児童の心理的ケアを充実させることな
どにより、成果（児童の処遇の向上）を上昇させたい。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

　これまで、「児童虐待防止ネットワーク」の設置を促進してきたが、今後は、両児童相談所に配置している児童
虐待防止支援チームを中心に、児童福祉法改正により位置づけられた「要保護児童対策地域協議会」への移行を進
めるとともに、未設置の市町村へ当該協議会の設置を促進していく。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　児童の相談を受け持つ専門的な機関として位置づけられている児童相談所の業務であり、県が負担するのが妥当
である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　児童相談業務の一部をＯＡ化しており、相談を受けた児童の名簿等をデータベース管理している。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｃ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ｃ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｅ2
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 2 2 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

　当該事業については、年々増加する児童虐待や昨年の痛ましい児童虐待死事件を受けて、平成１８年度に大幅な
事業拡充を図ってきたところであるが、引き続き、児童虐待の予防、早期発見、早期対応、保護・支援の体制を確
立する必要があり、「現状維持」とした。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-01-13

事業名 児童福祉施設球技大会 事業番号 13 課係名 青少年・児童家庭課 児童育成班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
　児童養護施設及び児童自立支援施設の入所児童

（２）現状
　県内には児童養護施設８カ所と児童自立支援施設１カ所があり、要保護児童約４００名余
が入所している。

（３）方法
　児童養護施設等の入所児童の体力向上と親睦を図るため、男子は野球、女子はバレーボー
ルをトーナメント方式で実施している。

（４）目標
　児童福祉施設に入所している児童の体力の向上と親睦を図り、スポーツを通して人格形成
に資する。また、九州大会への派遣チームを決定する。

２．事業の必要性
　児童福祉施設に入所している児童の健全育成のため、当該事業を実施する必要がある。

３．実施年度・始期：昭和４９年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　児童福祉法第２７条に基づき県が児童養護施設等へ入所措置した児童に対する福利厚生事業
であり、措置権者である県が行う必要がある。

（２）何故、県が行うのか
　要保護児童の健全育成及び福利厚生のため、県と児童養護施設等が一体となって大会を運営
する必要がある。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 2,074 1,821 2,314 2,421
人工数 0.20 0.20 0.20 0.10
※対応する予算の事業名：児童福祉施設指導育成費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　児童養護施設等球技大会 　毎年球技大会を実施し、優勝チームを九州大会へ派遣している。 　当該球技大会を今後も継続する予定である。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　児童養護施設等の入所児童の健全
育成が図られた。

　児童養護施設措置児童の健全育成が図られた。
　また、九州大会へ派遣された優勝チームは、試合等を通じて、他県児童と
の交流が図られるとともに、見聞を広めることができた。

　児童養護施設等の入所児童の健全育成が図られる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　児童育成班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者児童育成班
課番号 040500 係番号01 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-01-13
事務事業名 児童福祉施設球技大会
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080206

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 要保護児童等支援

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 児童養護施設等球技大会
成果指標名又は成果の内容(A')児童養護施設等入所児童の健全育成
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 2,074 1,821 2,314 2,421
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.20 0.10
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 1,288 642

合計C+E=F 3,400 3,109 3,602 3,063

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　昭和４９年度から毎年実施し、優勝チームを九州大会へ派遣しているが、各児童養護施設の入所児童もこの大会
に向け、練習に励んでおり、そのことが入所児童のやる気を引き出し、健全育成に寄与しており、概ね満足してい
るものと思われる。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　各施設においては、毎年継続実施することを望んでおり、ニーズは横ばいである。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　他県においても同様に児童福祉施設球技大会を開催している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　県内の児童養護施設に措置された児童の健全育成のために実施している事業であり、措置を行った県の実施が妥
当である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　同上

4.民間委託の可能性
判定 Ｃ

(判定内容):C.現在、県が直接実施しているが、民間委託（一部委託含む）が可能である。

判
定
根
拠

　球技大会の運営については、県が行っているが、必要に応じ、沖縄県社会福祉協議会と役割分担をして実施する
ことも可能と思われる。

5.事務事業の選択
判定 Ｃ

(判定内容):C.対象や目標等に類似する事務事業がある。

判
定
根
拠

　児童養護施設の措置児童を対象とした球技大会は、年２回（夏、春）開催されている。
　県が主催する夏の大会（男子：野球、女子：バレーボール）は、九州大会への派遣チームの決定も兼ねて開催し
ている。
　春の大会については、沖縄県社会福祉協議会主催で実施されている。（男子：サッカーボール、女子：バスケッ
トボール、低学年：ドッジボール）

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　児童養護施設等に措置された児童を対象としており、適当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　児童養護施設等に措置された児童が当該大会を目標に練習に励むことなどにより、児童の健全育成上大きな影響
を与えている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

　予算は横ばい状態で推移し、毎年実施することにより児童養護施設措置児童の健全育成が図られている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

　当該大会の予算は横ばい状態で推移し、毎年優勝チームを九州大会へ派遣している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　児童福祉法に基づき児童養護施設等に入所措置された児童の処遇向上のための事業であり、措置権を有する県の
適正な負担である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　児童養護施設等の球技大会の開催に係る事務であり、事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｃ
5.事務事業の選択 Ｃ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

3 6 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 2
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):2.投入資源を現状並とし、成果を維持する。

判
定
根
拠

　今後も、児童養護施設等の入所児童の健全育成のため、継続して事業を実施する必要があり、「現状維持」と判
定した。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-01-14

事業名 養護児童対策（里親）事業 事業番号 14 課係名 青少年・児童家庭課 児童育成班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
　保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童。
　また、その養育を希望する里親。

（２）現状
　県内の里親登録数は、平成１７年度末で里親登録数２５８世帯、委託里親数６９世帯、委
託児童数が１０３人となっている。

（３）方法
　沖縄県里親会へ、里親の資質向上のための里親研修事業及び里親制度の普及促進事業を委
託し、児童相談所等関係機関と連携しつつ、効果的・効率的な運用を図る。
　また、専門里親の養成について、恩賜財団母子愛育会へ委託する。

（４）目標
　里親の資質の向上、里親相互の連携強化及び受託児童の受け入れを促進するとともに、里
親制度の普及啓蒙を図る。

２．事業の必要性
　要保護児童を受け入れる里親は、家庭に近いより良い環境を提供するものであり、里親の
普及啓発、並びに里親の支援活動を行う必要がある。

３．実施年度・始期：昭和４７年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　児童福祉法第６条の３に基づき里親の認定は、都道府県知事が行うことになっており、要保
護児童の委託先となる里親の確保は県が積極的に取り組む必要がある。

（２）何故、県が行うのか
　児童福祉法第６条の３に基づき里親の認定は、都道府県知事が行うことになっており、要保
護児童の委託先となる里親の確保は県が積極的に取り組む必要がある。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 3,878 6,076 7,314 7,681
人工数 0.60 0.60 0.60 0.20
※対応する予算の事業名：養護児童在宅対策事業費
養護児童在宅対策助成事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　里親研修
　里親制度の普及啓発

・里親月間中に街頭チラシ配布、ポスター・横断幕掲示。
・県内５カ所で里親研修会を実施。
・里親会機関誌の配布。
・専門里親養成研修の委託。

・里親研修を継続して行い、その内容を充実させる。
・登録里親を増やすため、普及促進活動を継続して行う。
・専門里親の養成及び研修を継続して行う。
・里親委託推進事業を実施し、施設から里親への委託を推進する。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　里親の資質の向上
　登録里親の増加

・新たに８世帯の里親を登録し、平成１７年度末で２５３世帯となった。
・研修の実施により里親の資質が向上した。
・専門里親研修を終えた９名が専門里親として認定された。

・里親委託可能な児童を受け入れるのに十分な数の里親の確保
・質の高い里親による児童のケアの確保
・里親委託可能な被虐待児等を受け入れるのに充分な数の専門里親の確保



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　児童育成班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者児童育成班
課番号 040500 係番号01 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-01-14
事務事業名 養護児童対策（里親）事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080206

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 要保護児童等支援

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 里親研修
成果指標名又は成果の内容(A')里親の資質の向上
活動指標名又は活動の内容(B) 里親制度の普及啓発
成果指標名又は成果の内容(B')登録里親の増加
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 3,878 6,076 7,314 7,681
投入資源 人工数D 0.60 0.60 0.60 0.20
(単位:千円) 人件費E 3,978 3,864 3,864 1,284

合計C+E=F 7,856 9,940 11,178 8,965

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　里親の研修を通して資質向上が図られ、委託児童の処遇も向上していると考えられること、また、里親制度の普
及啓発を図り、登録里親も増加していることから概ね満足していると考えられる。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　要保護児童が増えてきているものの、入所施設（児童養護施設）は満杯状態となっているため、里親への委託が
増えており、里親の登録の増が求められている。
　また、受託里親が適切な養育を行えるよう研修の充実が求められている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　里親研修等の実施を他県と同様に実施している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　里親への措置（委託）権を有する都道府県知事（児童相談所長へ委任）の役割として、措置児童の養育が適切に
行われるよう里親の研修を、県が実施するのが妥当である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　同上

4.民間委託の可能性
判定 Ｅ

(判定内容):E.民間委託済み（一部委託含む）。

判
定
根
拠

　里親研修、里親月間における里親制度の広報、啓発について、（社）沖縄県里親会へ委託している。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　里親研修、里親制度に対する広報、啓発であり、類似する事務事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　里親制度の円滑実施のため、研修の実施、新たな里親を求めるための広報、啓発活動であり、対象は適当である
。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　当該里親研修により、措置児童の適切な養育が確保される。
　また、里親月間中における里親制度の広報、啓発活動により、新たに認定・登録する里親が増える。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　平成１６年度に、中央児童相談所に里親対応専門員を配置し、里親自身の養育相談等に当たっており、里親の資
質向上や登録里親が増加している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

　研修により里親の資質向上が図られるとともに、これまでの広報、啓発活動等により、平成１７年度には新たに
養育里親が９名認定・登録された。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　里親への措置（委託）権を有する都道府県知事の役割から、妥当な負担である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　里親登録台帳については、ＯＡ化（データベース）している。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｅ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 5 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

　児童虐待の増加、その中でも情緒障害を持った児童の増により、これまでの施設における入所措置から、より家
庭的な雰囲気を持った里親家庭での養育の評価が高まってきている。
　このような中、専門里親（専門的な研修を受け、被虐待児童などの処遇困難な児童を預かる里親）が、平成１５
年度に４名、平成１６年度に４名、新たに認定・登録されている。
　今後も、専門里親を始めとした里親の増が求められるとともに、児童を預かる里親の研修の充実が求められてい
ることから「現状維持（投入資源は現状並みとする成果を向上させる）」とした。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-02-04

事業名 内閣府青年国際交流事業受入 事業番号 04 課係名 青少年・児童家庭課 青少年育成班 係番号 02

１．事業内容
（１）対象
１８歳から３０代の青少年

（２）現状
内閣府の主催による青年国際交流事業に関わる参加青年の日本国内研修・視察研修受け入れ
を国・県事業の国際交流活動経験者（既参加者）の事後活動として位置づけ、沖縄県の歴史
、文化、風土の紹介に務め新たな交流の場とする。

（３）方法
海外青年との交流活動やホームステイ、企業参観や視察研修等を行う。

（４）目標
外国青年を受け入れることにより相互の交流や理解につながり、次代を担う青年の育成を目
指す。また、国際的に活躍できる人材の育成と地域でのリーダーの養成。

２．事業の必要性
受け入れ事業により、外国青年たちやホストファミリーとの交流が図られることで、相互の
友好と理解を促し、友情と信頼に基ずく人間関係を築くことができ、さらに広く海外の青年
に沖縄県をアピールできる。

３．実施年度・始期：毎年あるものではない，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１００）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
国が主体となって実施している。

（２）何故、県が行うのか
国からの指示で、都道府県もしくは政令指定都市単位で受け入れる希望によって実施している
。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 0 305 0
人工数 0.30 0.30 0.30 0.30
※対応する予算の事業名：予算計上なし

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
県内受入 平成１２年「東南アジア青年の船事業」３０名

平成１３年「２１世紀ルネッサンス青年リーダー招へい事業」２１名
平成１５年、１６年　沖縄県が「ヤングネットワークウイング事業」の幹事
県であったため、受入れしなかった。
平成１７年　「東南アジア青年の船事業」３０名（平成１７年１２月）

　国の施策によるが、県内の青年育成（事後活動の一環）のため、また沖縄県
のピーアールのためにも今後も継続する。
　

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
異文化理解
国際感覚の養成
相互友好と理解

異文化の理解、国際協調の精神を培うとともに、外国語のコミュニケーショ
ン能力を向上させ、参加外国青年を通して外国に沖縄を広く紹介できる。

県民に対して外国への興味を抱かせ、もって国際交流推進のきっかけになる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　青少年育成班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者青少年育成班
課番号 040500 係番号02 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-02-04
事務事業名 内閣府青年国際交流事業受入
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080205

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 青少年の健全育成

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 県内受入
成果指標名又は成果の内容(A')異文化理解、国際感覚の養成、相互友好と理解
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 305 0
投入資源 人工数D 0.30 0.30 0.30 0.30
(単位:千円) 人件費E 1,989 1,932 1,932 1,926

合計C+E=F 1,989 1,932 2,237 1,926

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

県内青年と外国青年の国際交流に貢献している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

万国の架け橋を目指す本県として、「国際社会で活躍できる青年リーダーの育成」は重要であり、県民は県内青年
と外国青年との国際交流を今後もさらに期待している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

○平成１５年度、１６年度はヤングネットワーク・ウイング九州事業の幹事県であったため、受入を延期したが、
他県と同様に受入している。
○平成１７年度は、「東南アジア青年の船事業」（３０名）の受入があった。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

内閣府事業であり、県が実施することになっている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

内閣府事業であり、県が実施することになっている。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

内閣府事業であり、県が実施することになっている。

5.事務事業の選択
判定 Ｂ

(判定内容):B.対象や目標等に類似する事務事業はないが、一体的に実施した方がよいと思われる事務事業がある。

判
定
根
拠

内閣府国際交流事業の一環であり、派遣と受入の両方があるが、一体的に実施した方がよいと思われる。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

青年の国際交流に貢献している。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

海外青年を受け入れることにより、沖縄県青年の異文化理解、国際感覚の養成、相互友好と理解につながる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

毎年、内閣府主催で実施されている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

毎年内閣府主催で実施されており、青年の国際交流に成果を上げている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

毎年、内閣府主催で実施されている。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

内閣府主催で実施されているため、ＯＡ化は難しい。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ｂ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

4 7 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

内閣府主催の国際交流事業である。
同府の事業として、県内を含め日本の青年とアジアを含む世界の青年との交流を図る「内閣府青年国際交流事業派
遣」があり、受入事業と派遣事業を統合して実施し、今後も青年国際交流事業を継続する必要がある。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-02-09

事業名 未成年者の飲酒・喫煙防止対策事業 事業番号 09 課係名 青少年・児童家庭課 青少年育成班 係番号 02

１．事業内容
（１）対象
酒類・たばこ販売関係業界等

（２）現状
飲酒・喫煙で補導される少年が多い。平成１７年中、県内で補導された少年のうち約１２％
は、飲酒で、人口比（少年千人当たり）では全国平均の約９倍、第二位の千葉県の約４倍で
全国ワーストワンとなっている。

（３）方法
沖縄県少年育成ネットワーク等との連携による業界への協力要請及び広報啓発活動等

（４）目標
未成年者の飲酒・喫煙防止を図る

２．事業の必要性
大人社会の商業主義などにより、青少年を取り巻く社会環境は悪化し憂慮すべき状況にある
。青少年の健全育成を図るためには、未成年者の飲酒・喫煙を未然に防ぐための環境づくり
を図る必要がある。

３．実施年度・始期：１３年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
未成年者の飲酒、喫煙は社会問題であり、官民一体となった対応が必要である。

（２）何故、県が行うのか
未成年者の飲酒・喫煙防止は、県民すべてが取り組むべきであり、県が先導的役割を果たす必
要がある。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 0 0 0
人工数 0.30 0.30 0.30 0.30
※対応する予算の事業名：

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
業界等への協力要請　　　　　
広報啓発活動
沖縄県少年育成ネットワークとの連
携

１　スーパー、コンビニ対し、酒・たばこ販売に当たっての年齢確認等の要
請
２　沖縄県少年育成ネットワークと連携し、広報啓発活動を実施
３　県、教育庁、県警の担当者による連絡会議を開催し連携強化を確認
４　平成１８年３月３１日沖縄県青少年保護育成条例の改正を行い、酒類、
たばこ販売に係る環境の整備を図ることとした。（平成１８年７月１日施行
）

１　関係業界へ酒、たばこの販売に当たって、年齢確認を実施する協力要請
２　無許可たばこ自動販売機の撤去及び年齢確認装置の設置要請
３　子どもに親の使いで「酒」「たばこ」を買わせない
４　沖縄県青少年保護育成条例改正後の施行状況の把握と実施指導

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
青少年を取り巻く有害環境の浄化 スーパー、コンビニ等において、酒・たばこの販売に当たっては、年齢確認

を実施するほか、大人のお使いで買い物に来た子どもには、販売しない理由
を記載したメモを手渡し、親の協力を求めている。
また、沖縄県青少年保護育成条例の改正に伴い、業者等は、酒やたばこの自
動販売機を利用させないよう、管理できる場所に設置し、販売時間を「午前
５時から午後１０時まで」とする努力義務が図られる。（平成１８年７月１
日施行）

青少年を健全育成するための環境が整備される。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　青少年育成班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者青少年育成班
課番号 040500 係番号02 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-02-09
事務事業名 未成年者の飲酒・喫煙防止対策事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080205

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 青少年の健全育成

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 業界等へ協力依頼、広報啓発活動、県少年育成ネットワークと連携

成果指標名又は成果の内容(A')青少年を取り巻く有害環境の浄化
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 0 0
投入資源 人工数D 0.30 0.30 0.30 0.30
(単位:千円) 人件費E 1,989 1,932 1,932 1,926

合計C+E=F 1,989 1,932 1,932 1,926

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｃ
(判定内容):C.不満を持っている人が多い。

判
定
根
拠

　沖縄県は、酒・たばこの自動販売機の問題が深刻であり、現在市町村の青少年センターでは深夜はいかい以上に
大きな問題となっている。法改正により店舗に併設し、カウンターから確認できるところでなければ「たばこの自
動販売機」が設置できないようになったが、改正以前に設置されたものについて適用はなく、店員の目に届かない
場所に設置された自動販売機が数多くある。設置許可はどちらも国であるため、県は過去改正時に業者あて協力依
頼を発出するにとどまり、不満がある。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　青少年の歩き煙草が数多く目撃されており、健全な育成を妨げるため、たばこ等の自動販売機の状況が問題とな
っている。市町村と一体となって国や業者に対し従来以上に積極的に取り組むことをも求められている。
　なお、県内においては、沖縄県酒造組合連合会、沖縄県卸売酒販売組合連合会及び沖縄県小売酒販売組合連合会
の主催により、「未成年者飲酒防止キャンペーン」を実施しており、県はその後援を行っている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ａ
(判定内容):A.他県水準より低い。

判
定
根
拠

　酒、煙草に関して独立したリーフレットの作成、配布や定期的な業者や国への働きかけはおこなっていない。
　県民運動の一環として、青少年育成県民運動の冊子に掲載するなどしている。冊子は酒・たばこ販売業者の代表
者あて送付している。
　県警の調べでは、平成１７年中の未成年者の飲酒は、全国平均の約９倍となっている。
　

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　国への要請や業者への協力依頼があるため、官の実施が妥当である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　未成年者の飲酒・喫煙防止は、沖縄県青少年保護育成条例第１８条第４項の関連で県民すべてが取り組む問題で
あり、市町村、国と連携しながら、県が先導的に実施すべき事業である。
　また、平成１８年７月１日から上記条例が改正され、酒類及びたばこ販売に係る環境の整備を図るため、屋外に
設置する自動販売機による販売を午前５時から午後１０時までとするよう規定している。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　国、業者への要請及び協力依頼が主であり、民間委託になじまない。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　現在未成年の飲酒・喫煙防止対策を扱っている事業は当該事業のみである。

6.対象の妥当性
判定 Ｂ

(判定内容):B.対象が限定的で、目標達成に向けた効果が薄くなっている。

判
定
根
拠

　公文書で業界に対し協力依頼をするだけではなく、実際に市町村と一緒になって国や業界に対して強力に要請し
ていくことが求められている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｃ
(判定内容):C.ある程度の影響を与える。

判
定
根
拠

　強力要請等をおこなうことで、国や業界へ働きかけることができる。
　少年育成ネットワークとの連携や青少年育成県民運動における未成年者への酒・たばこ販売禁止の働きかけで、
関係団体が一体となって未成年者に販売しないよう運動展開している。
　コンビニ等店舗における不買徹底は実施されている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 A2
(判定内容):A2.費用は低下で成果は横ばい。

判
定
根
拠

　県の予算措置はない。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ2
(判定内容):A2.費用は低下で結果は横ばい。

判
定
根
拠

　県の予算措置はない。

9.県の負担割合
判定 Ｂ

(判定内容):B.過小である（県負担を増又は市町村・受益者負担を減す）。

判
定
根
拠

　本来ならば、国や業者への要請の他に県としてリーフレットを作成するなどして、青少年に対する広報啓発にも
力を入れる必要がある。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　広報啓発はＯＡで可能（ホームぺージ作成）

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｃ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ａ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ｂ
7.貢献度 Ｃ

8.対費用効果 (1)対成果 A2
(2)対結果 Ａ2

9.県の負担割合 Ｂ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 5 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

　現在は少年育成ネットワークをとおした業界働きかけや連携がなされている。
　店舗における措置はなされているが、法改正以前に監視がきかない自動販売機でたばこを購入し、喫煙する青少
年が問題となっている。
　未成年が飲酒・喫煙しないよう強力に運動展開するために、必要があれば資源の投入も考えなくてはいけない状
況にある。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-02-13

事業名 沖縄県青少年育成大会 事業番号 13 課係名 青少年・児童家庭課 青少年育成班 係番号 02

１．事業内容
（１）対象
青少年および青少年育成関係者

（２）現状
本県では「青少年健全育成」を重点施策に位置付け、青少年の資質向上に努めている

（３）方法
青少年の自主自立の精神の確立、育成者の激励や支援のあり方について、シンポジウム等を
通してともに考えるため、内閣府が主唱する「全国青少年健全育成協調月間」に呼応して大
会を開催する

（４）目標
青少年の健全育成を推進する

２．事業の必要性
県の重点施策に位置づけられているとおり、青少年の健全育成は社会的に推進がもとめられ
ている。青少年を取り巻く様々な課題やその育成のあり方について、育生者と青少年が集い
ともに考えていくことは、青少年の健全育成に大きく資するものである。

３．実施年度・始期：昭和５５年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
青少年の健全育成は国民すべての課題であり、民間に代行できるものではないため。
内閣府の閣議決定に従い、全国的に、都道府県、都道府県青少年育成県民会議が種となって取
り組んでいる。

（２）何故、県が行うのか
青少年の健全育成を図るためには、全県的な取り組みが求められるため。
青少年健全育成は、国民総ぐるみ県民総ぐるみの取り組みと位置付けられている。全県的に取
り組むには、県が行うことが必要である。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 839 752 812 476
人工数 0.30 0.30 0.50 0.50
※対応する予算の事業名：青少年育成県民運動推進費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
表彰
シンポジウム・実践発表等

表彰者数
青少年　個人２１６名　団体６４団体
育成者　個人６７４名　団体６４団体
シンポジウム・実践発表等

現行継続

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
青少年の健全育成に対する重要性を
周知するとともに、取り組みへの志
気高揚を図る。

青少年及び青少年育成者が健全育成の重要性を認識するとともに、取り組み
への志気高揚が図られた。

青少年の健全育成の重要性について、青少年および青少年育成者の認識を一層
深めるとともに、取り組みに対する志気高揚を継続的に図る。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　青少年育成班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者青少年育成班
課番号 040500 係番号02 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-02-13
事務事業名 沖縄県青少年育成大会
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080205

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 青少年の健全育成

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 表彰、シンポジウム、実践発表等
成果指標名又は成果の内容(A')青少年の健全育成に対する重要性の周知、取り組むへの士気高揚
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 839 752 812 476
投入資源 人工数D 0.30 0.30 0.50 0.50
(単位:千円) 人件費E 1,989 1,932 3,220 3,210

合計C+E=F 2,828 2,684 4,032 3,686

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

　青少年の健全育成を目的としている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　青少年の健全育成に県民も関心がある。
　表彰があることによって、青少年の健全育成に対する理解が深まり、今後も健全育成のために活動していこうと
、志気が高揚する。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　他県も同様な大会を実施している。
　同事業（沖縄県青少年育成大会）は、内閣府の「全国青少年健全育成強調月間」（１１月）に基づき実施してい
る。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　県知事賞、県警察本部長賞、県教育長賞、県民会議会長賞の表彰があり、官の実施が妥当である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　県知事賞、県警察本部長賞、県教育長賞、県民会議会長賞の表彰があり、全県的な大会なので県実施が妥当であ
る。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　県知事賞、県警察本部長賞、県教育長賞、県民会議会長賞の表彰があり、民間委託は妥当でない。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　青少年保護育成条例８条に基づく表彰の他、募集したコンクール等の受賞者を一同に集めて表彰する。青少年健
全育成が目的であり、このような事業は他にはない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　青少年健全育成に対する一般の理解を深めさせ、意識を高揚させるためには、表彰は効果的である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　育成大会で青少年の健全育成を目的としたコンクール等の受賞者表彰をおこなう。県知事賞、県警察本部長賞、
県教育長賞、県民会議会長賞があり、青少年健全育成に役立っている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

　予算は大幅減であるものの、志気、気運が高まっている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

　大会規模、内容も同程度である。

9.県の負担割合
判定 Ｂ

(判定内容):B.過小である（県負担を増又は市町村・受益者負担を減す）。

判
定
根
拠

　毎年離島の受賞者が数多くおり、当初予算要求時の育成大会受賞者用旅費が不足する事態になる。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　表彰はＯＡ化できない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ｂ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

5 6 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

１１月の内閣府強調月間を根拠とする大会であり、これを実施することで県民の理解の促進や高揚が図られる。青
少年育成県民運動を推進するため今後も継続して実施する必要がある。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-02-14

事業名 青少年育成県民運動 事業番号 14 課係名 青少年・児童家庭課 青少年育成班 係番号 02

１．事業内容
（１）対象
　全県民

（２）現状
　青少年の非行は、家庭環境、社会環境が直接・間接に影響してくることが多く、特に近年
社会情勢の変化は著しく、情報化、核家族化が進む中で、連帯意識の希薄化や家庭教育機能
の低下や青少年を育む地域社会の機能（地域力）が低下している現状にある。

（３）方法
　春、夏、年末の年３回「青少年育成県民運動年間計画」（冊子「沖縄県青少年育成県民運
動」育て！ジンブナー２１）に基づき運動を展開する。

（４）目標
　青少年がたくましく心豊かに育つよう青少年健全育成に対する県民の共通理解と認識を深
めるとともに、県世論の高揚を図る。　　

２．事業の必要性
　青少年の健全育成に対しては県民の共通理解と認識を深め幅広い活動の展開を要す。

３．実施年度・始期：昭和４７年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　次代を担う青少年の健全育成は、国民の願いであり、官が積極的に推進し、官民一体となっ
て推進すべき運動である。

（２）何故、県が行うのか
　将来の沖縄県を担う青少年の健全育成は、県が積極的に推進し、県民が一体となって健全な
青少年を育成すべきである。
　内閣府が主唱する全国強調月間（全国青少年健全育成強調月間）の一環

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 1,364 1,204 469 250
人工数 0.50 0.50 0.50 0.50
※対応する予算の事業名：青少年育成県民運動推進費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　県民及び各機関等への広報啓発活
動

　県の広報媒体（ラジオ県民室、電光広報塔等）による広報啓発、街頭キャ
ンペーン（深夜はいかい防止県民一斉行動におけるビラ配布等）

　現行継続

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　青少年問題及び青少年健全育成に
対する県民意識が高まった。

　全県民に青少年の健全育成の大切さを認識させている。 　青少年健全育成の気運が盛り上げ、青少年が事件・事故に巻き込まれないよ
うな環境を作る。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　青少年育成班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者青少年育成班
課番号 040500 係番号02 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-02-14
事務事業名 青少年育成県民運動
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080205

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 青少年の健全育成

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 県民及び各機関等への広報啓発活動
成果指標名又は成果の内容(A')青少年問題及び青少年健全育成に対する意識の高揚
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 1,364 1,204 469 250
投入資源 人工数D 0.50 0.50 0.50 0.50
(単位:千円) 人件費E 3,315 3,220 3,220 3,210

合計C+E=F 4,679 4,424 3,689 3,460

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　春・夏・年末年始に県民運動を実施し、その時期に合わせた注意喚起と青少年健全育成に対する啓発を実施して
、関係機関・団体（民間業者含む）に配布している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　犯罪の低年齢化、凶悪化、不登校、ひきこもり、児童虐待、ＮＥＥＴ問題など青少年問題は多岐にわたって、深
刻化、社会問題化している。それに伴って、青少年健全育成に対する県民のニーズも高まっている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　他府県も同様なことを行っている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　閣議主唱の青少年育成国民運動の県民運動である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　閣議主唱の青少年育成国民運動の県民運動である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　閣議主唱の青少年育成国民運動の県民運動であり、国民運動の主唱団体である国民会議の下部団体に当たる県民
会議が主唱者の一つである。県によっては県民会議が事業実施の主体となっているところもあるが、沖縄県におい
てはこの事業について県民会議に予算の補助はしておらず、県民会議の人員からしても実施が困難なため県が実施
している。
　また、県、県教育庁、県警察本部、県民会議の４者が主唱となっていることもあり、その点からも県実施が妥当
である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　閣議主唱の青少年育成国民運動の県民運動である。この国民運動の推進団体が県民会議の上部団体であり、県民
運動の主唱者の一つが県民会議になっている。
　現在、この運動についての事務は県が実施しており、県民会議の補助事業とは別個であるので、類似事務事業は
ない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　関係機関・団体、地域、家庭が一体となった全県的な青少年健全育成の取り組みを冊子にし、配布して啓発して
いる。
　要綱やそれぞれの役割等を掲載し、連携に役立てている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　広報啓発活動により、青少年問題および青少年健全育成に係る県民の意識が高揚する。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 A2
(判定内容):A2.費用は低下で成果は横ばい。

判
定
根
拠

　予算は激減したが、冊子を印刷して関係機関・団体に配布し、広報啓発に努めている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ2
(判定内容):A2.費用は低下で結果は横ばい。

判
定
根
拠

　費用はほぼ新聞広告料と印刷製本費であるが、昨年度に比べ激減した。広報啓発の内容は維持しているが、今後
検討する必要がある。

9.県の負担割合
判定 Ｂ

(判定内容):B.過小である（県負担を増又は市町村・受益者負担を減す）。

判
定
根
拠

　年三回ある運動実施期間に合わせて広報啓発物を印刷することは不可能なほど、予算が落ち込んでいる。広告料
も年一回（夏のみ）に減らし、４段広告から３段広告に切り替えた。（予算減に伴う内容の減）

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　県民運動の冊子をホームページ上で掲載している。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 A2
(2)対結果 Ａ2

9.県の負担割合 Ｂ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 6 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

　青少年健全育成における取り組みの基本となるものである。冊子を作って呼びかけるだけでなく、もっと県民一
般に広く周知させ、効果を上げるために、関係機関・団体への送付だけでなく、県図書館、行政情報サービスを通
した冊子送付および県庁一階ロビーへの冊子配置、ホームページ上の掲載、また内容について青少年が目を通した
くなるような冊子作りを心がけてきた。
　ただし、冊子については限界がある上、必要最小限の印刷であるため、ほとんど連携して運動展開する機関への
配布しかできない。広告も予算の都合で廃止している。また県のホームページについても県政にもともと興味のあ
る人しか見ないという点がある。
　幅広く啓発するためには、冊子だけではなく、ポスターを作成して小中高校、大学、市町村役場などに貼ってい
ただく方が効果は高い。事業の効果的な取り組みのため、より内容を検討する必要がある。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-03-10

事業名 認可外保育施設支援事業（新すこやか保育事業） 事業番号 10 課係名 青少年・児童家庭課 保育班 係番号 03

１．事業内容
（１）対象
　市町村

（２）現状
　認可外保育施設を利用している乳幼児の内科健診、歯科健診、１歳以上６歳未満児の牛乳
代、調理職員の検便代を助成している。

（３）方法
　市町村が補助している認可外保育施設を利用している児童で市町村からの申請による。

（４）目標
　認可外保育施設の利用を余儀なくされる児童の処遇改善が図られるまでは助成を行う。

２．事業の必要性
　認可外保育施設を利用している児童が心身共に、健やかに育成されるために必要である。

３．実施年度・始期：平成９年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　児童福祉法第５９条の「無認可児童福祉施設に対する措置」による。

（２）何故、県が行うのか
　児童福祉法第５９条の「無認可児童福祉施設に対する措置」による。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 64,719 52,281 62,430 74,144
人工数 0.50 0.50 0.30 0.30
※対応する予算の事業名：新すこやか保育事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　認可外保育施設利用児童の健康診
断費等の助成。

助成を受けている施設数
　　　　　　　　　（Ｈ１５）　　（Ｈ１６）　　（Ｈ１７）
　内科診断　　　　　４２１　　　　４２０　　　　４０７
　歯科健診　　　　　３７８　　　　３８０　　　　３５６
　牛乳　　　　　　　４２０　　　　４２８　　　　４１５
　調理員の検便　　　３０３　　　　３１４　　　　３０３　
　　　合　計　　１，５２２　　１，５４２　　１，４８１

　認可外保育施設の利用を余儀されざるを得ない児童の全員が受診できるよう
にする。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　児童の健康管理及び安全確保 　入所児童の健康管理及び安全確保が図られた。 　児童福祉法に基づく、「児童福祉施設最低基準」を遵守することが望ましい

が、「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことにより、保護者が安心して
子どもを育てることができる。
　利用する児童の健康管理の向上を図る。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　保育班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者保育班
課番号 040500 係番号03 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-03-10
事務事業名 認可外保育施設支援事業（新すこやか保育事業）
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080202

再掲コード 080707

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 多様な保育サービスの提供

計画名 福祉保健計画
政策目標地域福祉社会の形成
施策 多様な保育サービスの提供
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 助成施設数
成果指標名又は成果の内容(A')入所児童の健康管理及び安全確保が図られた
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 施設数 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 64,719 52,281 62,430 74,144
投入資源 人工数D 0.50 0.50 0.30 0.30
(単位:千円) 人件費E 3,315 3,220 1,932 1,926

合計C+E=F 68,034 55,501 64,362 76,070

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｃ
(判定内容):C.不満を持っている人が多い。

判
定
根
拠

処遇の改善及び向上を求める声が多い。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

認可外保育施設を利用している保護者団体等からの処遇の改善や向上を求める声がある。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ａ
(判定内容):A.他県水準より低い。

判
定
根
拠

認可外保育施設を利用している児童が全国で最も多く、待機児童児童の待機率も全国平均が１．４％（Ｈ’１５現
在）に対して、７．８％と高い状態にある。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

本県においては、待機児童の数が多く、その多くの児童が認可外保育所を利用しているものと思われることから、
認可外保育施設に入所している児童の保育サービスの向上と安全を確保するためにも必要である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

法律では定められていないが、「新すこやか保育事業実施要綱」及び「新すこやか保育事業交付要項」により、県
、市町村の負担割合を示している。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

本県においては、待機児童の数が多く、その多くの児童が認可外保育所を利用しているものと思われることから、
認可外保育施設に入所している児童の保育サービスの向上と安全を確保するためにも必要である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他部、他課に類似する事業がない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

市町村が助成する認可外保育施設が対象であり、妥当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

認可外保育施設に入所している児童の健康診断経費等を助成することで、入所児童の処遇の向上と安全を確保が図
られる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、成果とも上昇傾向

判
定
根
拠

認可外保育施設に入所している児童の処遇向上と安全を確保するため、費用、成果とも上昇傾向にある。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

認可外保育施設に入所している児童の処遇向上と安全を確保するため、費用、結果とも上昇傾向にある。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

県と市町村でそれぞれ１／２負担しているが、妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

ＯＡ化に馴染まない事業である。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｃ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ａ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｂ
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 5 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ａ 具体的方向性 1
(評価区分): A.拡充
(具体的方向性):1.投入資源を集中的に投資し、成果を大きく向上させる。

判
定
根
拠

本県は、認可外保育施設へ入所している児童が多く、入所児童には保育に欠ける児童も多数いると考えられること
から、当該施設に入所している児童への支援を引き続き推進する必要がある。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-03-13

事業名 保育所入所待機児童解消対策事業 事業番号 13 課係名 青少年・児童家庭課 保育班 係番号 03

１．事業内容
（１）対象
　市町村

（２）現状
　本県の保育所入所待機率は、全国的に見てもかなり高い状況にあるが、待機児童解消に向
けての市町村の取り組みはまだ弱い状況にある。また、認可外保育施設にあっては、認可保
育所に比べ、入所利用児童数に応じた保育士の配置数が少ない状況にある。

（３）方法
　保育所創設専任チームにより、市町村と連携を図りながら、保育所の創設及び老朽化して
いる保育所の改築整備を行う。
　また、認可外保育施設へ保育士を派遣する事業を実施する市町村に対して、県単独事業に
よる補助を行う。

（４）目標
　待機児童の解消

２．事業の必要性
　待機児童の解消が喫緊の課題となっており、これまでの対策に加え、もう一段の対策が求
められていることから、保育所創設専任チームにより、市町村へ保育所創設を働きかける。
一方、認可外保育施設へ保育士を派遣することにより、児童処遇の改善を図るとともに、
認可化を促進する。

３．実施年度・始期：平成１６年度，終期：平成１８年度
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　「保育」の実施は市町村の事業として位置づけられており、保育所入所の待機児童の解消は
「官」が行う必要がある。

（２）何故、県が行うのか
　県は、市町村が行う待機児童解消事業に対し、広域的な立場から支援する必要がある。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 68,317 24,464 35,869
人工数 0.00 0.90 0.80 0.80
※対応する予算の事業名：保育所入所待機児童解消対策事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
保育士の派遣 　平成１６年度

　　那覇市　　２３カ所　２４人（延べ）
　　豊見城市　　１カ所　　１人

　保育士派遣事業を引き続き実施する。
　　Ｈ１８　１３人（計画）

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　認可外保育施設における児童処遇
の改善
　認可化の促進

　　有資格者の保育士派遣により児童処遇の向上が図られた 　認可外保育施設に入所する児童の処遇の改善が図られ、また、保育士を派遣
された認可外保育施設における認可化に向けての取り組みが加速される。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　保育班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者保育班
課番号 040500 係番号03 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-03-13
事務事業名 保育所入所待機児童解消対策事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080202

再掲コード 080707

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 多様な保育サービスの提供

計画名 福祉保健計画
政策目標地域福祉社会の形成
施策 多様な保育サービスの提供
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 保育士派遣人員
成果指標名又は成果の内容(A')認可外保育施設における児童の処遇改善と認可化の促進
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 人 0.00 0.00 25.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 68,317 24,464 63,121
投入資源 人工数D 0.00 0.90 0.80 0.80
(単位:千円) 人件費E 0 5,796 5,152 5,136

合計C+E=F 0 74,113 29,616 68,257

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｃ
(判定内容):C.不満を持っている人が多い。

判
定
根
拠

本県は、平成１８年４月１日現在、１５２０人の待機児童がおり、入所できない保護者は不満を持っている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

本県は、平成１７年４月１日現在、１５２０人の待機児童がおり、その解消が求められている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ａ
(判定内容):A.他県水準より低い。

判
定
根
拠

本県は、１，８８４人の待機児童数がおり、他県と比較するとかなり多い状況にある。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

児童福祉法第２４条において、保育の実施は市町村の事務と規定されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｄ
(判定内容):D.市町村又は国が実施すべき事業である。

判
定
根
拠

保育の実施は本来市町村の事務であるが、本県は他県と比較して多くの待機児童がおり、その早急な解消が本県行
政全体の課題となっており、県としても広域行政の立場から支援する必要がある。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

待機児童の解消に向けて市町村への助言、相談や認可外保育施設の認可化を促進するための保育士派遣事業であり
、当該事務事業は県で直接実施することが妥当である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他部、他課に類似事業がない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

保育の実施主体である市町村が対象である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

認可外保育の認可化等は、待機児童解消に直接を影響を与える。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

保育士派遣事業については、市町村の厳しい財政状況で費用が減少しているが、待機児童解消に向けた市町村への
助言等の取り組みを強化しており、平成１８年４月１日現在の待機児童は前年と比較して減少している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

保育士派遣事業については、市町村の厳しい財政状況で費用が減少しているが、待機児童解消に向けた市町村への
助言等の取り組みを強化している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

保育事業は市町村の自治事務ではあるが、待機児童の問題は、全県的な問題であるため、県・市町村で協調し解決
に当たる必要がある問題である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

ＯＡ化に馴染まない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｃ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ａ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ｄ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 2 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｄ 具体的方向性 1
(評価区分): D.廃止
(具体的方向性):1.他の事務事業により代替する（当該事務事業は廃止するが、新規事業を検討する）。

判
定
根
拠

平成１８年度までの３年実施事業とされており、新たな事業を検討する。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-03-15

事業名 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給事務 事業番号 15 課係名 青少年・児童家庭課 保育班 係番号 03

１．事業内容
（１）対象
　社会福祉法人

（２）現状
　保育所等の児童福祉施設の整備充実は、県の重点事業であり、その整備を支援する事業と
して重要である。

（３）方法
　各社会福祉法人が福祉医療機構から借り入れた元金に発生する利子に対して、毎年の償還
額の一定割合について、県が助成する。

（４）目標
　児童福祉施設の安定運営

２．事業の必要性
　保育所を始めとする児童福祉施設を設置しようとする法人にとって、当該利子補給は、施
設設置の有力なインセンティブとなっている。

３．実施年度・始期：昭和５１年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）助成　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　社会福祉法人は、営利目的ではなく福祉サービスという公共性の高い業務を担っていること
から、その整備充実の支援は行政の関与を要する。

（２）何故、県が行うのか
　県全域に及ぶ事業

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 7,279 8,288 8,037 10,321
人工数 0.20 0.20 0.20 0.20
※対応する予算の事業名：独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　利子補給金の補助 　平成１５年度　３３件の社会福祉法人へ利子補給金を助成した。

　平成１６年度　３２件の社会福祉法人へ利子補給金を助成した。
　平成１７年度　３１件の社会福祉法人へ利子補給金を助成した。

　対象となる法人は、経営基盤が脆弱であり、利子補給を行うことにより安定
した経営が可能となることから、引き続き現行制度を継続する。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　法人の安定的施設運営 　対象法人の借金返済による経済的負担を軽減し、その経営健全化に寄与す

ることで、施設の安定的運営が図られている。
　児童福祉施設の安定的運営が図られる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　保育班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者保育班
課番号 040500 係番号03 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-03-15
事務事業名 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給事務
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 999999

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 利子補給金の補助
成果指標名又は成果の内容(A')社会福祉法人の安定的運営
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 7,279 8,288 8,037 10,321
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.20 0.20
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 1,288 1,284

合計C+E=F 8,605 9,576 9,325 11,605

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

利子補給を受けた社会福祉法人の安定的運営に寄与しており、概ね満足しているものと考えている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

当該利子補給については、平成１４年度から、新たに社会福祉施設を設置する法人の内、保育所を整備する法人の
みを対象とすることとしているが、待機児童解消のため保育所を整備する法人が増えてきていることから、増加傾
向である。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

他県も同様な事業を実施している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

社会福祉法人が社会福祉施設を整備するに当たって福祉医療機構から借り入れた元金に発生する利子に対して、毎
年の償還額の一定割合について、県が助成する事業であり、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

同上

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

社会福祉法人に対する利子補給であり、事務事業の性質上、県が実施するものである。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

社会福祉法人の施設整備に係る借入金の償還費用の負担を軽減することにより、社会福祉施設の整備を促進するも
のであり、類似した事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

対象は社会福祉法人の保育所整備に係る利子の補給であり、待機児童解消促進するためにも、対象は適当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｃ
(判定内容):C.ある程度の影響を与える。

判
定
根
拠

　利子補給により社会福祉法人の負担が軽減されることから、インセンティブとなっている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、成果とも上昇傾向

判
定
根
拠

　利子補給金の額が増加していること、利子補給を受けた社会福祉法人の運営が安定すること。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

　利子補給金の額が増加してきている。

9.県の負担割合
判定 Ｃ

(判定内容):C.過大である（県負担を減又は市町村・受益者負担を増す）。

判
定
根
拠

保育所以外の社会福祉事業については施設整備に係る利子補給が廃止されたことや運営費の弾力運用が認められた
ことから県の負担見直しも検討する必要がある。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　社会福祉法人への利子補給事務であるが、県の集計業務について一部ＯＡを活用している。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｃ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｂ
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ｃ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

3 7 2 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 2
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):2.投入資源は減らすが、成果は維持する。

判
定
根
拠

運営費の弾力運用が認められている以前においては、借入金の返済は法人役員の寄付でまかなわれていたものであ
る。
運営費の弾力運用が認められている現在においては、状況は大きく異なっていることから負担の見直しも行うべき
と考えるため。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-04-03

事業名 母子家庭及び寡婦自立促進対策事業 事業番号 03 課係名 青少年・児童家庭課 母子福祉班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
　母子家庭及び寡婦

（２）現状
　大部分の母子家庭等が不安定な就業状態にあるため、その生活の安定を図るため、就労支
援等のきめ細やかな福祉対策が求められている。

（３）方法
　平成１８年度は、�ホームヘルパー２級養成講習会、�調理師資格取得試験準備講習会、
�パソコン講習会を実施する。

（４）目標
　就労のための資格取得を目指す。

２．事業の必要性
　母子家庭及び寡婦については、社会的、経済的に不安定な状況にあり就職に必要な知識技
能を習得させるための講習会の開催や、日常抱えている諸問題の解決を図る相談事業を行い
、当該家庭の自立と生活の安定を図る必要がある。

３．実施年度・始期：昭和４７年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　母子及び寡婦福祉法第３条、第２９条に基づき、母子・寡婦の福祉の増進及び雇用の促進は
国及び地方公共団体の責務とされている。

（２）何故、県が行うのか
　母子家庭の多い沖縄県においては、是非実施すべき事業であり、厚生省通知により実施主体
は都道府県とされている。（なお、事業の一部は母子福祉団体に委託することができることに
なっている。）

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 9,198 8,602 10,555 10,026
人工数 0.20 0.20 0.20 0.20
※対応する予算の事業名：母子家庭等自立促進事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　自立促進のための講習会を沖縄県
母子寡婦福祉連合会に委託して実施

平成１７年度実績
　２級ホームヘルパー養成講習会　３９人
　調理師資格取得順義講習会　　１１０名
　パソコン講習会　３９人　　　　　　
　就業相談事業　２２３人
　特別相談事業　　４０人
　

　平成１５年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書において、社会福祉制度
等への今後の利用希望（複数回答）として、現在実施している講習会等を利用
したいとの回答が約１５％程度ある。
　行政に対する要望としても職業・技能訓練の機会の充実が２８．７％（母子
）となっており、今後も継続した事業の実施が必要である。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　雇用と就労の促進が図れた。 　ヘルパー養成講習会受講者の約２１％が年度中の就職を実現している。 　母子家庭等の母親の就職率を向上させる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　母子福祉班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者母子福祉班
課番号 040500 係番号04 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-04-03
事務事業名 母子家庭及び寡婦自立促進対策事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080207

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 ひとり親家庭等の自立支援

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 母子家庭等就業支援講習会受講者数
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 人 201.00 183.00 157.00 180.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 9,198 8,602 10,555 10,026
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.20 0.20
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 1,288 1,284

合計C+E=F 10,524 9,890 11,843 11,310

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

受講希望者が多い。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

経済的自立のために資格取得希望者が多い。（ひとり親世帯等実態調査）
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

九州各県と同程度

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

母子寡婦福祉法第３条、第２９条により国及び地方公共団体の責務とされている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｃ
(判定内容):C.現在、県が実施しているが、市町村への権限移譲が可能である。

判
定
根
拠

法改正により事業の一部が市に移譲されている。

4.民間委託の可能性
判定 Ｃ

(判定内容):C.現在、県が直接実施しているが、民間委託（一部委託含む）が可能である。

判
定
根
拠

県母子寡婦福祉連合会に事業を委託実施している。

5.事務事業の選択
判定 Ｂ

(判定内容):B.対象や目標等に類似する事務事業はないが、一体的に実施した方がよいと思われる事務事業がある。

判
定
根
拠

就業事業等は、労働と福祉が連携を深める必要がある。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

母子家庭の経済的自立のためには資格取得が効果的である。予算的な制約と希望者が多いため、受講希望者の制限
をせざるを得ない状況にある。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

資格取得により、就労に結びつく。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

成果を拡大する必要がある。そのためには投入資源（予算）を増やす必要がある。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

結果を拡大する必要がある。そのためには投入資源（予算）を増やす必要がある。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

国庫補助事業（補助率１／２）

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

各種研修会の開催であるため。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ｃ

4.民間委託の可能性 Ｃ
5.事務事業の選択 Ｂ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 3 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ａ 具体的方向性 1
(評価区分): A.拡充
(具体的方向性):1.投入資源を集中的に投資し、成果を大きく向上させる。

判
定
根
拠

　増え続ける母子家庭等に対し、就業支援を中心とした各種の支援を行い、母子家庭等の自立を促進する必要があ
る。
　母子家庭等は、生計維持と子育てを一人で行っているため、臨時・パート職が多いため、高収入につながる資格
取得の希望者が多い。
　児童扶養手当が減額される平成２０年までは拡充される事業である。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-04-06

事業名 母子寡婦福祉貸付事業 事業番号 06 課係名 青少年・児童家庭課 母子福祉班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
　母子家庭及び寡婦

（２）現状
　事業開始資金をはじめ１３種類の貸付金を無利子あるいは低利子で貸し付けている。

（３）方法
　貸付を受けたい者は、居住する市町村にて申込を行い、福祉保健所の審査等を経て貸付の
可否が決定される。

（４）目標
　母子家庭等の経済的自立及び生活の安定

２．事業の必要性
　母子家庭等は、経済的に弱い立場にあり、資金を貸し付けることにより経済的自立及び生
活の安定を図ることができる。

３．実施年度・始期：昭和４５年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）貸付　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　母子及び寡婦福祉法第１３条及び第３２条に基づき、都道府県が実施。

（２）何故、県が行うのか
　母子及び寡婦福祉法第１３条及び第３２条に基づく。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 168,675 182,012 198,369 197,532
人工数 0.60 0.60 0.60 0.50
※対応する予算の事業名：母子寡婦福祉貸付事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　資金の貸付 貸付金額

　Ｈ１４年度　１６２，５４０千円
　Ｈ１５年度　１６７，０２８千円
　Ｈ１６年度　１６０，０１７千円
　Ｈ１７年度　１５８，４３２千円

　本県の母子世帯は、全国平均の約２倍と高い出現率になっており、母子世帯
等の生活の安定を図るためにも、貸付事業は継続する必要がある。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　母子家庭等の生活の安定を図る。 　平成１５年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書において、母子世帯の

８２．６％、父子世帯の６２．８％が困窮世帯となっている。本事業は当該
世帯の経済的支援となっている。

貸付額
　Ｈ１８年度　１８５，６８４千円



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　母子福祉班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者母子福祉班
課番号 040500 係番号04 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-04-06
事務事業名 母子寡婦福祉貸付事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080207

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 ひとり親家庭等の自立支援

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 168,675 182,012 198,369 197,532
投入資源 人工数D 0.60 0.60 0.60 0.50
(単位:千円) 人件費E 3,978 3,864 3,864 3,210

合計C+E=F 172,653 185,876 202,233 200,742

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｃ
(判定内容):C.不満を持っている人が多い。

判
定
根
拠

貸付資金が不足しているため、希望者のニーズに対応できていない。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

増加傾向にある。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

九州各県と同程度で推移

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

母子寡婦福祉法第１３条、第３２条に基づき県が実施

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

母子寡婦福祉法第１３条、第３２条に基づき県が実施

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

母子寡婦福祉法第１３条、第３２条に基づき県が実施

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

母子寡婦福祉法第１３条、第３２条に基づき県が実施

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

母子家庭等に対し、低利若しくは無利子で各種資金を貸し付けることで、生活の安定に寄与している。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

各種資金の貸付により、母子家庭等の生活の安定等に直接結びつく。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、成果とも上昇傾向

判
定
根
拠

貸付実績が増加している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｃ

(判定内容):C.ＯＡ化が可能であり、ＯＡ化にかかる費用に対して効果が大きい。

判
定
根
拠

貸し付け台帳等のＯＡ化が必要である。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｃ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｂ
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｃ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 3 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

償還対策を充実させ、貸付枠を拡大する必要がある。

3/3頁



様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-04-08

事業名 母子家庭等医療費助成事業 事業番号 08 課係名 青少年・児童家庭課 母子福祉班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、養育者が養育する父母のない児童

（２）現状
平成１４年度受給者数４７，７４５人、受給件数１０７，２５８件、助成総額１６６，６６
７千円

（３）方法
当該事業は市町村において行われるもので、県は市町村が助成した経費の１／２を補助する
ものとする。

（４）目標
経済基盤の弱い母子及び父子家庭及び養育者世帯の子に対し、医療費の一部を助成すること
により、ひとり親家庭の自立を促進する。

２．事業の必要性
平成１０年度に実施した沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告において「国等への行政要望事
項」で、母子世帯は医療費助成を第４位、父子世帯は第３位に要望しておりニーズが高い。

３．実施年度・始期：平成６年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）助成　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
母子及び寡婦福祉法第３条に基づき国及び地方自治体は母子家庭等の福祉を増進する責務があ
る。

（２）何故、県が行うのか
県全域にまたがる事業であり、受益者が県内どの市町村に移動しても同様のサービスが得られ
なければならない。全国的にも県の補助事業として位置づけられている。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 186,673 204,113 221,726 234,626
人工数 0.30 0.30 0.40 0.30
※対応する予算の事業名：母子家庭等医療費助成事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
母子家庭等の医療費自己負担分の一
部助成

平成１５年度受給者数：５１，０５５人、支給件数１２２，８０３件、助成
総額１８６，６７３千円
平成１６年度受給者数：５３，９５１人、支給件数１３５，２０５件、助成
総額２０４，１１３千円
平成１７年度受給者数：５４，３５６人、支給件数１４８，８３７件、助成
総額２２１，７２６千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　受給者数、支給件数ともに年々伸びており、今後も当事業への需要があると
推測されるため、継続が必要である。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
母子家庭等の経済的支援となり、自
立を促す。

平成１５年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書において母子家庭８２．
６％、父子家庭６２．８％が貧窮世帯である。本事業は当該世帯の経済的支
援となっている。助成額は平成１５年度は対前年比１．１２倍、平成１６年
度は１．０９倍、平成１７年度は１．０９倍となっており増加傾向。

　今後とも継続することにより、母子家庭等の自立の促進をめざす。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　母子福祉班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者母子福祉班
課番号 040500 係番号04 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-04-08
事務事業名 母子家庭等医療費助成事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080207

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
施策 ひとり親家庭等の自立支援

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 186,673 204,113 221,726 234,626
投入資源 人工数D 0.30 0.30 0.40 0.30
(単位:千円) 人件費E 1,989 1,932 2,576 1,926

合計C+E=F 188,662 206,045 224,302 236,552

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

補助交付実績は年々増加している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

ひとり親世帯が年々増加しており、補助交付実績も年々増加している。

1/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

九州各県並みである。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

母子寡婦福祉法第３条に基づき、国及び地方公共団体は母子家庭等の福祉を増進する責務がある。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

市町村事業に対し、県が補助するものである。１／２を補助

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

市町村事業に対し、県が補助するものである。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

母子及び父子家庭は経済基盤が弱いので妥当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

2/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、成果とも上昇傾向

判
定
根
拠

ひとり親家庭の増加に伴って補助実績も上昇している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

受給者数Ｈ１４：４８，７４５人　Ｈ１５：５１，０５５人　Ｈ１６：５３，９５１人

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

全国的にも同様の負担割合である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

補助金交付事務

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｂ
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

5 7 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

ひとり親家庭等の福祉の増進のため、引き続き需要に対応する必要がある。

3/3頁



様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040500-04-14

事業名 相談機能の充実・強化 事業番号 14 課係名 青少年・児童家庭課 母子福祉班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
　女性相談所は売春防止法及びＤＶ防止法等に基づき、要保護女性への相談・援助を行う相
談機関で、一時保護機能を併せ持つ。また、配偶者暴力相談支援センターでは、ＤＶ被害女
性への各種支援を行っている。

（２）現状
　昭和４７年に整備された女性相談所は、老朽化の進行及び狭隘な構造から、多様化したニ
ーズに対応できず、適切な処遇の確保が困難となっている。また、職員体制の強化も必要。

（３）方法
　移転改築することにより設備を充実させるとともに、一時保護児童に対応するための児童
指導員等の配置により援助体制を強化する。

（４）目標
　相談機能の充実・強化を図り、多様化するニーズに適切に対応する。　

２．事業の必要性
　女性相談所は、売春防止法及びＤＶ防止法等に基づく要保護女子への相談・援助を行う相
談機関で各都道府県に必置義務がある。近年、そのニーズは多様化しており、適切な処遇の
確保のため、施設整備及び相談体制の充実が課題となっている。

３．実施年度・始期：昭和４７年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　女性相談所は売春防止法第３４条に基づき、各都道府県に設置が義務づけられている。

（２）何故、県が行うのか
　売春防止法第３８条で各都道府県の支弁が定められている。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 58,902 262,693 192,794
(124,666)

58,801

人工数 0.10 0.30 0.40 0.20
※対応する予算の事業名：女性相談所運営費。婦人保護施設等整備事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　女性相談所改築整備事業の実施及
び職員体制の充実

　平成１４年度に配偶者暴力相談支援センター機能付与
　　　（婦人相談員の増員、心理療法士の配置）
　平成１５年度に施設整備に係る基本設計を終了。
　平成１６年度に施設整備に着手（２カ年事業）
　平成１７年度竣工（Ｈ１７．７．１５）

　平成１７年度に女性相談所竣工
　児童指導員１人の配置（平成１６年度）
　生活指導員の１人増（平成１７年度）　
　調理員（賃金）の１人増員（平成１７年度）

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　相談者の処遇の充実を図る 　多様化するニーズに対応するための施設整備及び相談体制の充実が進んだ

。
　相談及び一時保護等の設備が改善され、相談機能の充実・強化が図られる。
また、増加し続けている一時保護所入所者の食事の改善を図る。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　青少年・児童家庭課　母子福祉班
評価責任者 背少年・児童家庭課長 担当者母子福祉班
課番号 040500 係番号04 電話番号866-2174 作成年月日

事務事業コード 2006-040500-04-14
事務事業名 相談機能の充実・強化
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080705

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標地域福祉社会の形成
施策 相談機能の充実・強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 相談件数
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 件 1,738.00 1,775.00 1,839.00 1,900.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 58,902 262,693 192,794 58,801
投入資源 人工数D 0.10 0.30 0.40 0.20
(単位:千円) 人件費E 663 1,932 2,576 1,284

合計C+E=F 59,565 264,625 195,370 60,085

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

要保護女子等の相談、一時保護に的確に対応している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

要保護女子、ＤＶ被害女性などからの相談件数、一時保護が増加している。

1/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

九州各県と同程度である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

売春防止法第３４条により都道府県に設置が義務づけられている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

売春防止法及び配偶者暴力防止法

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

売春防止法及び配偶者暴力防止法で国及び地方公共団体の責務とされている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

売春防止法及び配偶者暴力防止法で国及び地方公共団体の責務とされている。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

売春防止法及び配偶者暴力防止法等で定められている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

相談件数　Ｈ１３：１，１４３　Ｈ１４：１，７３８Ｈ１５：１，７７５　Ｈ１６：１，８３９
一時保護件数　Ｈ１３：２８８　Ｈ１４：３２６　Ｈ１５：２６７　Ｈ１６：２８２
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、成果とも上昇傾向

判
定
根
拠

相談係数は年々増加している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

平成１７年１月　女性相談所の改築工事に着工　
同年７月　竣工

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

国１／２、県１／２の負担

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

対象者への直接紫雲であり困難な部分が多いが、受付台帳等ＯＡ化等を検討する。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｂ
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

女性相談所へのよう保護女子、暴力被害女性等からのニーズは多様化しており、相談、援助体制の整備が急務とな
っている。女性相談所の改築工事が平成１７年１月に着工し、７月竣工予定である。女性相談所の改築を期に体制
の整備を図ることとする。
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